
広報　常陸大宮　　　　平成１８年６月号５
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国
民
年
金
制
度
は
、　

歳
以
上　

歳
未
満

２０

６０

の
全
て
の
方
が
加
入
す
る
制
度
で
、
老
後
の

た
め
の
老
齢
基
礎
年
金
の
ほ
か
、
万
が
一
の

と
き
の
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
が

受
け
取
れ
る
制
度
で
す
。

　

国
民
年
金
の
保
険
料
は
１
３
、８
６
０
円

（
平
成　

年
度
）
で
す
が
、
経
済
的
な
理
由
等

１８

で
納
付
が
困
難
な
場
合
は
申
請
に
よ
り
保
険

料
の
納
付
の
、
免
除
ま
た
は
一
部
納
付
（
一

部
免
除
）
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

今
年
７
月
か
ら
、
従
来
の
免
除
制
度
に
新

た
に
２
種
類
が
加
わ
り
、
全
額
免
除
制
度
と

３
段
階
の
一
部
納
付
制
度
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
免
除
制
度

◆
全
額
免
除
制
度（
保
険
料
の
全
額
を
免
除
）

◆
半
額
納
付
制
度
（
保
険
料
の
２
分
の
１
を
免
除
）

平
成　

年
７
月
か
ら
の
新
制
度

１８

◎
４
分
の
１
納
付
制
度

　
�
保
険
料
の
４
分
の
３
を
免
除

　
　

保
険
料
額　

３
、４
７
０
円

◎
４
分
の
３
納
付
制
度

　
�
保
険
料
の
４
分
の
１
を
免
除

　
　

保
険
料
額　

１
０
、４
０
０
円

※
免
除
制
度
を
利
用
す
る
場
合
は
、
本
人
、

配
偶
者
、
世
帯
主
の
前
年
所
得
が
、
そ
れ

ぞ
れ
一
定
の
基
準
額
以
下
で
あ
る
こ
と
が

条
件
で
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

◇
問
い
合
わ
せ
先

本
庁
医
療
保
険
課
保
険
係（　

）１
１
１
１

５２

各
総
合
支
所
福
祉
健
康
課
福
祉
係

山
方（　

）２
１
２
１
／
美
和（　

）２
１
１
１

５７

５８

緒
川（　

）３
９
９
２
／
御
前
山（　

）２
１
１
３

５６

５５

�
�
�
�
　

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
制
度
が
利
用
し
や
す
く
な
り
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
制
度
が
利
用
し
や
す
く
な
り
ま
す
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Ａ　「男女共同参画社会基本法」の公布・
施行日が平成１１年６月２３日だからで
す。期間中は、地方公共団体、女性団
体などの関係団体の協力のもと、各種
行事等が開催されます。
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Ａ　次の５つです。
Ⅰ　男女共同参画の意識づくり
Ⅱ　男女の自立を支える生活づくり
Ⅲ　男女がいきいきと働ける環境づくり
Ⅳ　男女がともに参画する社会づくり
Ⅴ　男女共同参画を推進する行政の仕組
みづくり

６月23日～６月29日は
男女共同参画週間です

･･･シリーズ①男女共同参画

　

医
療
福
祉
制
度
（
マ
ル
福
）
と
は
、
乳

幼
児
、
母
子
・
父
子
家
庭
、
重
度
心
身
障

害
者
、
妊
産
婦
の
方
々
が
安
心
し
て
医
療

が
受
け
ら
れ
る
よ
う
健
康
保
険
の
自
己
負

担
部
分
を
市
と
県
が
助
成
す
る
も
の
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
は
マ
ル
福
を
利
用
す
る
場

合
、
健
康
保
険
証
と
一
緒
に
医
療
福
祉
費

受
給
者
証
・
医
療
福
祉
費
請
求
書（
通
称：

ピ
ン
ク
の
用
紙
）
を
診
療
機
関
に
提
示
す

る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
が
、
７
月
か
ら
ピ

ン
ク
の
用
紙
が
不
要
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
妊
産
婦
の
方
は
、
こ
れ
ま
で
ど

お
り
医
療
福
祉
費
請
求
書
（
通
称：

ブ

ル
ー
の
用
紙
）
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
改
正
に
伴
い
、
受
給
者
番
号
を
変

更
し
た
新
し
い
受
給
者
証
を
６
月
下
旬
に

郵
送
し
ま
す
の
で
、
７
月
か
ら
は
必
ず
新

し
い
受
給
者
証
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

◇
改
正
時
期

　

平
成　

年
７
月
１
日

１８

◇
問
い
合
わ
せ
先

本
庁
医
療
保
険
課
保
険
係（　

）１
１
１
１

５２

各
総
合
支
所
福
祉
健
康
課
福
祉
係

山
方（　

）２
１
２
１
／
美
和（　

）２
１
１
１

５７

５８

緒
川（　

）３
９
９
２
／
御
前
山（　

）２
１
１
３

５６

５５
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